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第 20回指宿市農業委員会会議録 

１ 令和２年２月２５日(火) 午後３時００分～ 

  於：県南薩地域振興局指宿庁舎（３階会議室） 

 

議事日程 

 

報告第 １ 号  

 

 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

報告第 ２ 号  

 

 農用地あっせん申出の取下げについて 

議案第 １ 号   

 

 

 

 「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて             （所有権移転分） 

（利用権設定分） 

 

議案第 ２ 号   

 

 「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

 

議案第 ３ 号   

 

 農業振興地域整備計画の一部計画変更（用途区分変更・除外・

編入）申出の意見決定について 

 

議案第 ４ 号  

許 

 

 「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び意見聴取決定について 

 

議案第 ５ 号  「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び意見聴取決定について 

 

議案第 ６ 号  

許 

 農用地あっせん申出について 

議案第 ７ 号  荒廃農地に係る非農地判断について 

議案第 ８ 号  令和２年度農作業標準賃金の改定について 

その他   
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１ 出席委員 

 農業委員 

1番 蓑 田 六 雄 2番 松 下 芳 子 3番 今 村 秀 一 

4番 德 留 清 幸 5番 田 中 健 一 6番 石 神 一 男 

7番 永 吉 正 文 8番 井 元 清八郎 9番 菱 田 康 彦 

10番 井 手 康 則 11番 奥 村 祐 樹 12番 南   耕太郎 

13番 前 原 正 文 14番 松 木 茂 久 15番 澤 山 建 志 

16番 西 村 圭 史 17番 桐 原 鈴 代 18番 野 元 辰 雄 

19番 坂 元 一 彦     

農地利用最適化推進委員     

20番 中 﨑   勇 21番 内 薗 光 弘 22番 上 拂   忠 

23番 小 村 亮 太 24番 吉 永 鶴 男 25番 生 川 裕 也 

26番 物 袋 唱 二 27番 野 㞍 三 彦 28番 西 山 昭 二 

29番 濵 田 卓 郎 30番 藏 薗 堅 志 31番 塚 田 幸 美 

32番 西 村 久 則 33番 前 川 祐 子 34番 松 木 秀 人 

35番 中 川 久 雄 36番 前 田 真津美 37番  森   修 

38番 鐘 撞   望     

１ 小委員長 

１６番 西 村 圭 史 

１ 欠席委員 

なし 

１ 遅刻委員 

  なし 

１ 早退委員     

なし 

１ 当議事に参与する出席者 

 指宿市農業委員会事務局長           冨 永 敏 尚 

   主幹兼農地係長        堀之内 秀一郎 

   農地係主査          野 元 暢 治 

         主幹兼担い手振興係長     山 中   修 

担い手振興係主査       前 田 昭 市 

         担い手振興係技師       下温湯 美 里 

         臨時的任用職員        下吹越 俊 幸 

１ 当議事書記  

 指宿市農業委員会事務局主幹兼農地係長     堀之内 秀一郎 
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１ 開会  午後３時００分 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

全員ご起立願います。 

一同礼。 

指宿市農業委員会憲章の唱和をいたします。 

（唱和） 

ご着席ください。  

ただいまの出席人員は，定足数に達しておりますので，これより第 

２０回指宿市農業委員会を開会いたします。 

本日の議事録署名委員に「６番委員」と「７番委員」を指名いたしま

す。 

早速議題に入ります。 

報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知についてを，議題

といたします。 

事務局に説明を求めます。 

報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知についての説明を

いたします。 

議案書の１ページをお開きください。 

（番号１を議案書どおり読み上げ説明） 

以下については，お目通しください。 

ただいま，事務局の説明のとおりであります。 

次に，報告第２号農用地あっせん申出の取下げについてを，議題とい

たします。 

事務局に説明を求めます。 

報告第２号農用地あっせん申出の取下げについて説明いたします。 

議案書の３ページをお開きください。 

（番号１を議案書どおり読み上げ説明） 

取下げ理由につきましては，平成３１年３月２５日第９回委員会議案

第６号６番売渡希望で承認された農地でございますが，宅地として買受

る希望者が現れ，農地法第５条の許可申請をする予定となったためで

す。以上で説明を終わります。 

ただいま，事務局の説明のとおりであります。 

次に，議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見決定についてのうち，所有権移転分を議題といたします。 

事務局に議案の説明を求めます。 

議案書の４ページをお開きください。 

今月の議案第１号経営基盤強化促進法農用地利用集積計画の意見決定
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議長 

 

 

８番委員 

 

 

１３番委員 

 

８番委員 

１３番委員 

議長 

委員 

議長 

 

委員 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

についての所有権移転分は，４件でございます。 

（番号１を議案書どおり読み上げ説明） 

以下については，お目通しください。 

今回の所有権移転分につきましては，すべて経営面積など農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の要件を満たしていると思われます。 

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

ただいま，事務局の説明のとおりであります。 

それでは，議案第１号について，ご審議願います。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

３番は畝当たり１５万円を超えていて高いようですが，この辺りの相

場なのでしょうか。近くの委員さんでご存知の方はいらっしゃいません

か。 

この地区の相場は，１０万から１５万位ですが，３番は形もよく道路

にも接しているのでこの値段になっていると思います。 

３番はこの地区の相場ということでしょうか。 

そうです。 

ほかにご質疑，ご意見はございませんか。 

 「なし」の声あり。 

議案第１号のうち，所有権移転分については，原案のとおり承認する

ことにご異議ございませんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第１号のうち，所有権移転分については，原案のとおり

承認することに決定いたします。 

次に，議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見決定についてのうち，利用権設定分を議題といたします。 

事務局に議案の説明を求めます。 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定についての説明をいたします。 

議案書の５ページから１６ページになります。 

今月の経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定につい

ての利用権設定分は，１議案４４件です。 

内訳は，新規の利用権設定が３５件，再設定が９件，合計面積は７７

筆，７０，７９９㎡となっています。 

（番号１を議案書どおり読み上げ説明） 

以下については，お目通しください。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

３番委員 

事務局 

 

 

 

３番委員 

議長 

委員 

議長 

 

委員 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

議長 

 

委員 

議長 

以上，全て経営面積，従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしていると思われます。 

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

ただいま，事務局の説明のとおりであります。 

それでは，議案第１号のうち，利用権設定分の１番について，ご審議

願います。 

これにつきましては，会議規則第２５条の規定に基づき，８番委員の

退席を求めます。 

（８番委員の退席確認） 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

登記面積と貸借面積が７７㎡違いますが，どのような理由ですか。 

 ７７㎡は現況が公衆用道路となっており，課税面積も９１１㎡となっ

ています。 

 登記面積は，現況公衆用道路も含んだ９８８㎡となっているようで

す。 

 分かりました。 

ほかにご質疑，ご意見はございませんか。 

 「なし」の声あり。 

議案第１号のうち，利用権設定分の１番については，原案のとおり承

認することにご異議ございませんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第１号のうち，利用権設定分の１番については，原案の

とおり承認することに決定いたします。 

（８番委員の復席確認） 

次に，議案第１号のうち，利用権設定分の２番と３番について，ご審

議願います。 

これにつきましては，会議規則第２５条の規定を準用し，２９番委員

の退席を求めます。 

（２９番委員の退席確認） 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

 「なし」の声あり。 

議案第１号のうち，利用権設定分の２番と３番については，原案のと

おり承認することにご異議ございませんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 
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委員 

議長 

 

委員 

議長 

 

 

 

 

 

 

８番委員 

 

事務局 

 

 

 

８番委員 

議長 

委員 

議長 

 

委員 

議長 

 

 

 

よって，議案第１号のうち，利用権設定分の２番と３番については，

原案のとおり承認することに決定いたします。 

（２９番委員の復席確認） 

次に，議案第１号のうち，利用権設定分の４番と５番について，ご審

議願います。 

これにつきましても，会議規則第２５条の規定を準用し，３１番委員

の退席を求めます。 

（３１番委員の退席確認） 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

 「なし」の声あり。 

議案第１号のうち，利用権設定分の４番と５番については，原案のと

おり承認することにご異議ございませんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第１号のうち，利用権設定分の４番と５番については，

原案のとおり承認することに決定いたします。 

（３１番委員の復席確認） 

次に，議案第１号のうち，利用権設定分の６番から４４番について，

ご審議願います。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

 ３６番，３７番，３９番，４０番ですが，使用貸借の理由は何です

か。 

 ３６番と３９番と４０番については，管理を適正にすることを条件に

使用貸借になっているようです。 

 ３７番については，５ページの２番，３番と３７番とで自宅や耕作地

に近いところを交換するようで，賃借料は相殺したそうです。 

 分かりました。 

ほかにご質疑，ご意見はございませんか。 

 「なし」の声あり。 

議案第１号のうち，利用権設定分の６番から４４番については，原案

のとおり承認することにご異議ございませんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第１号のうち，利用権設定分の６番から４４番について

は，原案のとおり承認することに決定いたします。 

次に，議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定
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小委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

５番委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

委員 

議長 

についてを，議題といたします。 

これにつきましては，小委員会で調査にあたっておりますので，現地

調査の報告を求めます。 

 ２月１０日の転用調査時に，私と，１５番，３１番委員と，事務局２ 

名の計５名で，現地聞き取り調査を行いましたのでご報告いたします。 

申請に基づき，１番から７番について，現地確認と聞き取り調査を 

行った結果，いずれの譲受人も意欲的に営農に取り組んでおります。 

１番から７番のすべて売買による申請でございます。 

いずれの申請地も，面的にまとまった農地を分断するようなこともな 

く，周辺への影響もないと思われます。 

以上の案件に係る，農地法第３条第２項の各号の判断につきまして

は，別添の農地法第３条調書のとおりでございますが，全ての案件につ

いて，前述の各号には該当しないため，許可要件の全てを満たしている

と判断いたします。 

最後に，農地法第３条調書，位置図，字図につきましても，資料の 

１ページから１８ページに添付してありますので，ご参照いただきまし 

て，ご審議の程よろしくお願いいたします。 

現地調査の結果は，ただいまの小委員長の報告のとおりでございま

す。それでは，議案第２号についてご審議願います。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

６番について，この方は以前，３条の所有権移転で取得したところも

まだ耕作されていないようですが，今回また取得するとの申請です。疑

問がありますので質問させていただきます。 

今のご質問につきましては，申請人へ全部耕作されているかどうか問

い合わせたところ，所有する農地のうち，開聞の太陽光発電のある下側

の畑のみ現在耕作されていない状況にあるとのことでした。 

そこについては，マンゴーの枯れたものや枝などを置いているとのこ

とですが，重機などを手配し，片づける準備をしているとのことで，片

づけが終わったら耕作を再開するとのことです。 

暫時休憩します。 

（休  憩） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

議案第２号については，原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 



 - 8 - 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

議長 

 

委員 

議長 

 

 

よって，議案第２号については，原案のとおり承認することに決定い

たします。 

次に，議案第３号農業振興地域整備計画の一部計画変更用途区分変更

申出の意見決定についてを議題といたします。 

これにつきましては，本日，農業委員と地区担当の農地利用最適化推

進委員が調査にあたっておりますので，事務局の報告を求めます。 

それでは，番号１番について説明いたします。 

申請者，土地の所在地，地目，面積等は議案にお示しのとおりです。

事業目的は，牛舎の建築です。 

資料の１９ページをお開きください。 

現地調査の際にもご説明いたしましたとおり，申請地は，農用地区域

内農地でありますが，不許可の例外である農業振興地域整備計画指定用

途に該当いたします。 

申請地は，荒田公民館から東へ５６０ｍ行った農地で，東及び西は

畑，南及び北は市道に接しています。 

事業計画者は，市内の畜産農家ですが，今回経営の規模拡大を図るた

め，既存の牛舎に近い申請地を取得し，牛舎１棟を建築する計画です。 

土地の形状については現状で，土留工事を行う予定です。汚水処理に

ついては，おがくず吸着後堆肥舎搬入する予定であり，隣接農地との間

には緩衝地を設けることから，周辺農地への影響は軽微なものと判断さ

れます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

なお，今後農地法第５条の転用許可申請を行うこととなりますが，本

日全員調査を行っていることから，再度全員調査を行うことなく，小委

員会による調査及び報告にて審議できるよう，併せてご審議くださいま

すようお願いいたします。 

現地調査の結果は，ただいまの事務局の報告のとおりであります。 

それでは，議案第３号についてご審議願います。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

「なし」の声あり。 

議案第３号については，原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第３号については，原案のとおり承認することに決定い

たします。 
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議長 

 

 

 

委員 

議長 

 

委員 

議長 

 

 

 

 

 

次に，議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見

決定並びに許可及び意見聴取決定についてを議題といたします。 

これにつきましても，小委員会で調査にあたっておりますので，現地

調査の報告を求めます。 

これにつきましても，同メンバーで現地調査を行いましたので，ご報

告いたします。 

番号 1番ですが，申請者，土地の所在地，地目，面積等は議案にお示

しのとおりです。転用目的は，農業用倉庫です。 

資料の２０ページをお開きください。 

申請地は，荒田公民館から北西へ２７０ｍ行った農地で，東と南は

畑，西は宅地，北は市道に接しています。 

農地区分・許可事項については，住宅等が連たんする区域に近接して

いる区域にある農地であることから，第２種農地の市街地近接農地に該

当します。 

申請人は，農業を営んでおり，自己所有の申請地に農業用倉庫を建築

する計画でありますが，既に着工していたことから，今回始末書が添付

されております。 

土地の形状については現状で，境界ブロックは設置済であることか

ら，周辺農地への影響は軽微なものと判断されます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

以上報告のとおり，小委員会では転用もやむを得ないものと判断する

ところですが，皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

現地調査の結果は，ただいまの小委員長の報告のとおりでございま

す。 

それでは，議案第４号について，ご審議願います。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

「なし」の声あり。 

議案第４号については，原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第４号については，原案のとおり承認することに決定い

たします。 

次に，議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見

決定並びに許可及び意見聴取決定についてを議題といたします。 

これにつきましては，１番から８番は小委員会が，９番は本日農業委
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員と地区担当の農地利用最適化推進委員が調査にあたっておりますの

で，小委員長と事務局からそれぞれ現地調査の報告を求めます。 

これにつきましても，同メンバーで現地調査を行いましたので，ご報

告いたします。 

申請者，土地の所在地，地目，面積等は議案にお示しのとおりです。 

まず番号１番ですが，転用目的は，一般住宅です。 

資料の２１ページをお開きください。 

申請地は，ＣＯＣＣＯはしむれから北西へ２５０ｍ行った農地で，東

と北は市道，西と南は畑に接しています。 

農地区分・許可事項については，都市計画法に規定される用途が定め

られている区域にある農地であることから，第３種農地の都市計画用途

地域内農地に該当します。 

申請人は，現在借家住まいであることから，申請地を取得し，自己の

居住する一般住宅を建築する計画です。 

土地の形状については現状で，境界にブロックを積む予定です。隣接

農地との間には緩衝地を設けることから，周辺農地への影響は軽微なも

のと判断されます。また，一般基準上の問題も特に認められませんでし

た。 

次に番号２番ですが，転用目的は，一般住宅です。 

資料はそのまま２１ページになります。 

申請地は，ＣＯＣＣＯはしむれから北西へ２３０ｍ行った農地で，東

は宅地，西と南は畑，北は市道に接しています。 

農地区分・許可事項については，都市計画法に規定される，用途が定

められている区域にある農地であることから，第３種農地の都市計画用

途地域内農地に該当します。 

申請人は，現在借家住まいであることから，申請地を取得し，自己の

居住する一般住宅を建築する計画です。 

土地の形状については現状で，境界にブロックを積む予定です。隣接

農地との間には緩衝地を設けることから，周辺農地への影響は軽微なも

のと判断されます。また，一般基準上の問題も特に認められませんでし

た。 

次に番号３番ですが，転用目的は，通路です。 

資料の２２ページをお開きください。 

申請地は，成川区民センターから北へ４８０ｍ行った農地で，東は

畑，西と南は宅地，北は公衆用道路に接しています。 

農地区分・許可事項については，住宅等が連たんする区域に近接して
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いる区域にある農地であることから，第２種農地の市街地近接農地に該

当します。 

申請人は，現在使用している住宅への進入路が狭いことから，今回申

請地を取得し，通路として整備する計画であります。 

土地の形状については現状で，土留工事を行う予定です。構造物の建

設もなく，周辺農地への影響は軽微なものと判断されます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

次に番号４番ですが，転用目的は，駐車場です。 

資料の２３ページをお開きください。 

申請地は，今和泉校区公民館から東へ９００ｍ行った農地で，東と西

は宅地，南は畑，北は里道に接しています。 

農地区分・許可事項については，住宅等が連たんする区域に近接して

いる区域にある農地であることから，第２種農地の市街地近接農地に該

当します。 

申請人は，今回自宅に隣接する申請地を取得し，自家用の駐車場とし

て整備する計画です。 

土地の形状については現状で，土留工事を行う予定です。構造物の建

設もなく，周辺農地への影響は軽微なものと判断されます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

次に番号５番ですが，転用目的は，一般住宅です。 

資料の２４ページをお開きください。 

申請地は，下吹越公民館から東へ１０ｍ行った農地で，東は公衆用道

路，西及び南は宅地，北は市道に接しています。 

農地区分・許可事項については，住宅等が連たんしている区域にある

農地であることから，第３種農地の市街地内農地に該当します。 

申請人は，現在借家住まいであることから，申請地を取得し，自己の

居住する一般住宅を建築する計画です。 

土地の形状については現状で，境界にブロックを設置する予定です。

周囲に農地もないことから，周辺農地への影響は軽微なものと判断され

ます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

次に番号６番ですが，転用目的は，貸駐車場です。 

資料の２５ページをお開きください。 

申請地は，南十町公民館から北東へ２２０ｍ行った農地で，東は市

道，それ以外は雑種地に接しています。 

農地区分・許可事項については，都市計画法に規定される，用途が定
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められている区域にある農地であることから，第３種農地の都市計画用

途地域内農地に該当します。 

申請人は，不動産業を行っている法人で，今回申請地を取得し，貸駐

車場を整備する計画です。 

なお，隣接する土地区画整理事業の保留地と一体利用し，総面積は 

２１８㎡になる予定です。 

土地の形状については現状で，土留工事を行う予定です。構造物の建

設もないことから，周辺農地への影響は軽微なものと判断されます。  

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

次に番号７番ですが，転用目的は，一般住宅です。 

資料の２６ページをお開きください。 

申請地は，湯之里公民館から西へ１９０ｍ行った農地で，東は市道，

西は宅地及び畑，南は畑，北は宅地に接しています。 

農地区分・許可事項については，都市計画法に規定される，用途が定

められている区域にある農地であることから，第３種農地の都市計画用

途地域内農地に該当します。 

申請人は，現在借家住まいであることから，申請地を取得し，自己の

居住する一般住宅を建築する計画です。 

土地の形状については現状で，境界にブロックを積む予定です。隣接

農地との間には緩衝地を設けることから，周辺農地への影響は軽微なも

のと判断されます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

次に番号８番ですが，転用目的は，一般住宅です。 

資料の２７ページをお開きください。 

申請地は，指宿小学校から西へ２７０ｍ行った農地で，東と北は里

道，西と南は畑に接しています。 

農地区分・許可事項については，第 1種農地に該当しますが，北側に

住宅等が連たんしていることから，不許可の例外である集落接続施設に

該当します。 

申請人は，現在借家住まいであることから，今回父が所有する申請地

を譲り受け，自己の居住する一般住宅を建築する計画です。 

土地の形状については現状で，境界にブロックを積む予定であり，周

辺農地への影響は軽微なものと判断されます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

以上報告のとおり，小委員会では，転用もやむを得ないものと判断す

るところですが，皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 
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引き続きまして，番号９番について事務局より説明いたします。 

資料の２８ページをお開きください。 

転用目的は，宅地造成です。 

現地調査の際にもご説明いたしましたとおり，農地区分・許可事項に

ついては，都市計画法に規定される，用途が定められている区域にある

農地であることから，第３種農地の都市計画用途地域内農地に該当いた

します。 

申請地は，指宿市観光協会から南東へ１８０ｍ行った農地で，東は宅

地及び畑，西は県道，南は市道及び宅地，北は市道に接しています。 

申請人は，全国的に不動産開発，コンサルティングや建物管理業を行

っている法人で，今回申請地を賃借し，店舗用地として宅地造成を行う

計画です。 

土地の形状については，全体的に１．３ｍほど盛土し，周囲にブロッ

クを積む予定です。雨水等については，敷地内側溝及び集水桝を経由し

て南側市道側溝へ排水する計画であることから，周辺農地への影響は軽

微なものと判断されます。 

また，一般基準上の問題も特に認められませんでした。 

以上で説明を終わります。 

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

現地調査の結果は，ただいまの小委員長及び事務局の報告のとおりで

ございます。 

それでは，議案第５号についてご審議願います。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

「なし」の声あり。 

議案第５号については，原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第５号については，原案のとおり承認することに決定い

たします。 

次に，議案第６号農用地あっせん申出についてを議題といたします。 

事務局に議案の説明を求めます。 

議案第６号農用地あっせん申し出の売渡・貸付をご説明します。 

議案書の２４ページをお開きください。 

今月は，売渡申出２件，貸付申出１件，合計３件でございます。 

（番号１を議案書どおり読み上げ説明） 
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３１番委員 

議長 

 

３１番委員 

議長 

以下につきましては，お目通しください。 

また，見取り図・地籍図等につきましては，審議資料の３１ページか

ら３６ページですので，ご参照ください。 

続きまして，議案第６号農用地あっせん申出の買受・借受希望をご説

明します。 

議案書の２５ページをお開きください。 

今月は，買受申出１件，借受申出１件，合計２件でございます。 

（番号１を議案書どおり読み上げ説明） 

以下につきましては，お目通しください。 

以上で説明を終わります。皆様のご審議をよろしくお願いいたしま

す。 

ただいま，事務局の説明のとおりであります。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

「なし」の声あり。 

このあっせん申出につきましては，事務局としてあっせん委員を選出

されていると思いますので，事務局案の発表をお願いします。 

 それでは，あっせん委員の事務局案を申し上げます。 

 売渡・貸付から申し上げますので，議案書の２４ページをお開きくだ

さい。 

番号１は３６番委員と１６番委員。 

番号２は３１番委員と１１番委員。 

番号３は２０番委員と会長。 

引き続き，買受・借受について申し上げます。 

番号１は３０番委員と１０番委員。 

番号２は開聞地区の全委員。 

 以上，事務局案として提案いたします。 

 皆様のご審議をお願いいたします。 

 ただいま，事務局案が発表されました。 

それぞれ各委員は，よろしいでしょうか。 

売渡の１番の場所は岡児ヶ水ですが，この辺りは耕作者が開聞の方で

すので開聞の委員さんが分かりませんか。 

私が分かります。 

それでは，売渡の１番に３１番委員も追加することでよろしいです

か。 

分かりました。 

ほかにありませんか。 
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（各委員了解あり） 

それでは，議案第６号は，番号１番のあっせん委員に３１番委員を追

加のうえ承認することとし，その他のあっせん委員は，事務局案のとお

り決定いたします。 

 次に，議案第７号荒廃農地に係る非農地判断についてを，議題といた

します。 

 事務局に議案の説明を求めます。 

議案第７号荒廃農地に係る非農地判断についての説明をいたします。 

議案書は２６ページから２９ページになります。 

（番号１を議案書どおり読み上げ説明） 

以下については，お目通しください。 

今回の非農地判断につきましては，農地法第３０条に基づく利用状況

調査及び農地パトロール実施要領に基づく荒廃農地調査により，農地に

復元して利用することが困難と見込まれる土地として分類された農地に

ついて，農地法第２条第１項の規定に基づく農地に該当するか否かの判

断を行うため，先月事務局で現地確認の再調査を行いました。 

その結果，議案書に記載の農地は，森林の様相を呈しているなど，農

地として復元しても，継続して利用することができないと見込まれるこ

とから，農地に該当しない土地であることが確認されました。 

よって，６５筆３１，１４７㎡の農地につきましては，農地に該当し

ない土地，いわゆる非農地としての判断について承認を求めるもので

す。 

なお，非農地判断後に農地復元等が確認された場合は，改めて農地台

帳に登載することとなります。 

以上で説明を終わります。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 ただいま，事務局の説明のとおりであります。 

 それでは議案第７号について，ご審議願います。 

 ご質疑，ご意見はございませんか。 

「なし」の声あり。 

議案第７号については，原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第７号については，原案のとおり承認することに決定い

たします。 

次に，議案第８号令和２年度指宿市農作業標準賃金の改定について
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を，議題といたします。 

事務局に議案の説明を求めます。 

議案第８号令和２年度農作業標準賃金の改定についての説明をいたし

ます。議案書の３０ページをご覧ください。 

令和２年度指宿市農作業標準賃金表（案）でございますが，前回の委

員会終了後に会長，会長職務代理，振興部部長，副部長，農地部部長，

副部長，事務局で，令和２年度指宿市農作業標準賃金（案）について，

検討会を開催しました。 

 その結果を踏まえて，お手元に議案第８号をお示ししておりますが，

今回，変更点が２点ございますので，ご説明いたします。 

まず，１点目は，一般農作業についてです。 

この金額は，毎年度，直近の県の最低賃金に準じて設定しており，本

年度は６，１００円以上としております。 

直近の県の最低賃金を調査しましたところ，１時間あたり７９０円と

なっておりますので，これに８時間を掛けまして，６，３２０円，１０

０円未満を切り上げて，今回，６，４００円以上としてお示ししており

ます。 

 次に２点目は，機械作業についてです。令和元年１０月の消費税増税

を踏まえて，８％の消費税が加算されていた本年度の標準賃金から，税

抜き価格を算定し，その価格に１０％の消費税を加算した価格を令和２

年度の標準賃金としてお示ししております。 

以上のような変更点を含め，令和２年度指宿市農作業標準賃金表はこ

の内容でよろしいか，提案いたします。 

以上で説明を終わります。皆様のご審議をよろしくお願いいたしま

す。 

ただいま，事務局の説明のとおりであります。 

それでは，議案第８号についてご審議願います。 

ご質疑，ご意見はございませんか。 

機械作業は１０ａとなっておりますが，オクラのうね立だけは２００

ｍとなっている理由と，堆肥散布が堆肥代は別で散布のみで２，５３０

円となっていますが，散布のみというのが実際にあるのかどうかについ

て伺います。 

マルチ作業の２００ｍというのは，マルチ１本が２００ｍですが，畑

の面積や形によってうね幅が狭かったり広かったりして使うマルチの量

が違いますから，１巻き２００ｍを基準にして考える方が分かりやすい

ということです。 
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１８番委員 

 

８番委員 

１８番委員 

 

議長 

 

１８番委員 

１１番委員 

 

議長 

 

 

委員 

議長 

 

委員 

議長 

 

 

 

 

５番委員 

事務局 

議長 

委員 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

堆肥の種類はそれぞれの農家で違いますので，堆肥代は別として，散

布のみの料金で良いと思います。 

分かりました。 

プラソイラーの作業時間はローターリーに比べると非常に短時間で済

みますが，それからするとプラソイラーの単価が高いように思います。 

金額は作業する人の作業内容等で違うと思いますので，この金額は目

安として考えていただきたいと思います。 

分かりました。 

最近，スライドモアの作業をよく依頼されるのですが，この賃金表に

示すことはできませんか。 

先日の検討会でその話もありましたが，まだ事例が少なく標準の金額

を示すことができない状況です。 

ほかにご質疑，ご意見はございませんか。 

「なし」の声あり。 

議案第８号については，原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

「異議なし」の声あり。 

ご異議なしと認めます。 

よって，議案第８号については，原案のとおり承認することに決定い

たします。 

 本日の議題は，これで終了いたしました。 

 ほかにございませんか。 

 資料の印刷が薄くて見にくいので見やすいようにお願いします。 

 分かりました。 

ほかにございませんか。 

「なし」の声あり。 

 ほかになければ，その他に入ります。 

その他について，事務局の説明を求めます。 

それでは，その他についてご説明いたします。３１ページをご覧くだ

さい。 

その他（議案書３１ページを参照して説明） 

１．２月の行事報告 

２．３月の行事予定等 

３．その他 

（１）令和２年度農地転用等事務処理日程表及び転用調査当番表につ

いて 
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議長 

委員 

議長 

 

 

事務局 

 

（２）農業者年金加入推進活動に対する表彰について 

ほかにございませんか。 

「なし」の声あり。 

ほかにないようですので，本日の委員会に付議されました案件は全て

終了いたしました。 

これをもちまして，第２０回指宿市農業委員会を閉会いたします。 

全員ご起立願います。 

一同礼。 

 

（閉会 午後５時０５分） 

 

指宿市農業委員会会長   蓑田 六雄 

 

議事録署名委員６番委員 

 

議事録署名委員７番委員 


